
使用施設の簡易評価フロー（案）の見直し (1/2)

原子力施設安全に係る検査指摘事項※１

追
加
対
応
な
し

重要度評価・規制措置会合（SERP）

追加対応あり

Yes（該当する）

検査指摘事項の対象設
備や手順は、許可等の
事故※２の評価条件に該

当するものか

該当事故の一般公衆の
被ばく線量の評価値は、
判断基準を超えるか

Yes
（超えている）

【ステップⅠ】
リスクに着目した
スクリーニング

No（該当しない）

No（超え
ていない）

Ⅰ-A

Ⅰ-B

No
(２以上）

Yes
（上昇があった）

Ⅱ-A

Ⅰ-C

【ステップⅡ】
安全機能に着目した
スクリーニング

許可等における閉じ込め
のための防護策※４の残
りが１以下であったか

Yes
（１以下）

No（上昇は
なかった）

周辺監視区域境界付近
の監視設備の測定値が
平常の変動幅の範囲を
超えて上昇したか※３

使用施設
（今回、見直し版）

※４：該当する許可等の事故※
２の評価で考慮した設備や手
順であって、一般公衆の被
ばく線量を低減するもの。
当該手順は保安規定等に定
められたものに限る。

【赤字：見直し箇所】

※２：許可の事故評価（設計評価事故、最大
想定事故）や安重評価で考慮したもの

※３：指摘事項と関連
のない天候や核燃料
物質の運搬等による
線量の変動は除く

原子力施設安全に係る検査指摘事項（閉じ込め機能に関するもの）

追
加
対
応
な
し

重要度評価・規制措置会合（SERP）

追加対応あり

Yes（該当する）

検査指摘事項の対象設
備や手順は、許可等の
事故※1の評価条件に影
響(該当)するものか

該当事故の一般公衆の
被ばく線量の評価値は、
目安線量（50μSv）を

超えているか

Yes
（超えている）

【ステップⅠ】
リスクに着目した
スクリーニング

No（該当しない）

No（超え
ていない）

Ⅰ-A

Ⅰ-B

No
(２以上）

Yes
（上昇があった）

Ⅱ-A

Ⅰ-C

【ステップⅡ】
安全機能に着目した
スクリーニング

許可等における閉じ込め
のための防護策※２の残
りが１以下であったか

Yes
（１以下）

No（上昇は
なかった）

敷地境界の線量の測
定値は、ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾝﾄﾞ
の揺らぎの範囲を超
えて上昇したか※３

使用施設
（第２回事例検討会）

※２：該当する許可等の事故※１

の評価で考慮した設備や手順
であって、一般公衆の被ばく
線量を低減するもの。当該手
順は保安規定等に定められた
ものに限る。

※１：許可の事故評価（設計評価事故、最大
想定事故）や安重評価で考慮したもの

※３：指摘事項と関連
のない天候等による
線量の変動は除く

※１：臨界の発生防止に関して、核的制限
値を逸脱していた場合、核燃料物質等の
閉じ込めに関して、気体の放射性物質の
放出が確認された場合は、SERPに進む。

参考２



使用施設の簡易評価フロー（案）の見直し (2/2)

原子力施設安全に係る検査指摘事項

追
加
対
応
な
し

事業（変更）許可
における設計基準

事故か

安全機能は
喪失したか

事業（変更）許可における閉
じ込めのための防護策の残り

が１以下であったか

追加対応あり

No

No

No

Yes Yes

Yes

Ⅱ-B

Ⅱ-A

Ⅰ

重要度評価・規制措置会合（SERP）

Yes

ウラン加工施設

原子力施設安全に係る検査指摘事項

追
加
対
応
な
し

重要度評価・規制措置会合（SERP）

追加対応あり

Yes

検査指摘事項の対象設
備や手順は、許可等の
事故の評価条件に該当

するものか

該当事故の一般公衆の
被ばく線量の評価値は、
判断基準を超えるか

Yes

No

No

Ⅰ-A

Ⅰ-B

No

Yes

Ⅱ-A

Ⅰ-C

許可等における閉じ込め
のための防護策の残りが
１以下であったか

Yes

No
周辺監視区域境界付近
の監視設備の測定値が
平常の変動幅の範囲を
超えて上昇したか

使用施設
（今回、見直し版）


